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病気の治療と仕事の両立支援に関する自主点検（回答は、別紙の回答票をご返信ください。）   2022.9.. 

点 検 事 項 回   答   事   項 

１ 事業場について ア 本社  ・  イ 本社以外 

（１）業種 

 

 

ア.製造業・イ.建設業・ウ.運輸交通業・エ.貨物取扱業・オ.農林業・カ.畜産 水産業・キ.商業 

ク.金融 広告業・ケ.映画 演劇業・コ.通信業・サ.教育 研究業・シ.保健衛生業・ス.接客娯楽業 

セ.清掃 と畜業・ソ.その他（                              ) 

（２）規模（事業場の労働者数）  
ア 300 人～1,000 人未満 ・ イ 1,000 人～3,000 人未満 ・ ウ 3,000 人～10,000 人未満  

エ 10,000 人以上  ・  オ 300 人未満 

２ 概ね３年以内の（病気の治療により勤務調整が必

要な）両立支援対象者の有無 

 

・概ね３年以内に、がん・脳血管疾患・肝疾患・心疾患・糖尿病・メンタル不調・不妊治療、その他の難病

など「反復・継続して治療が必要となる病気」の治療により、退職、休職・復職・労働時間短縮等の勤務

内容の調整が必要な労働者の有無。 

ア 有 ・ イ 無 

３ 「事業場における治療と仕事の両立支援のための

ガイドライン」(以下「両立支援ガイドライン」と

言います。)を知っていますか。 

  

ア 知らない ・ イ 知っている 
※「両立支援ガイドライン」は平成 28 年 2 月に、がん・脳卒中など病気の治療が必要な労働者が仕事によっ
て病気を増悪させることがないよう事業場において適切な就業上の措置を行いつつ治療に対する配慮が行われ
るようにするため、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方を含めた、事業
場における取組方法をまとめて公表したものです。  

４ 両立支援体制の有無、体制の内容について 

（1）両立支援への取組は、ありますか。 

ア 有 ・ イ 無 

（2）（１）で「無」と回答の場合、その理由をご回答

ください。また、以下４の（３）以降の回答の必要は

ありません（複数回答可）。 

 

・取組んでいない場合の理由 

ア 両立支援制度を知らなかった 

イ 今後、取り組むべきことと考えている 

ウ 実施に向けた取り組み方法がわからない 

エ 実施体制、実施方法について、経営トップ・衛生委員会の合意が得られない 

オ 担当者が見つからない  

カ 経費がかかる 

キ その他（理由：                                                  ) 

4(1)で「両立支援への取組」が「有」と回答の場合、以下についてご回答ください。 

（3） 有の場合は、両立支援の対象としている病気

を、ご回答ください(複数回答可)。 

 

・対象とする病気 

ア がん・イ 脳血管疾患・ウ 肝疾患・エ 心疾患・オ 難病・カ 糖尿病・キ メンタル不調・ 

ク 不妊治療・ケ その他                 

コ 限定していない 

 
※両立支援ガイドラインでは、対象とする病気を、がん・脳血管疾患・肝疾患・心疾患・糖尿病・メンタル
不調・不妊治療、その他の難病など、「反復・継続して治療が必要となる病気全般」としています。 
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（4） 両立支援を求める申出があった場合の対応手 

順、関係者の役割の整理が、あらかじめ、でき  

ていますか。 

 

 

・対応手順、関係者の役割の整理 

ア 事前に整備している 

イ 一部整備に着手しており、整備を進めている 

   ウ これから整備を進める 

    エ 特段、整備していない 

   オ その他                
 
※労働者から支援を求める申出があった場合に円滑な対応ができるよう、労働者本人、人事労務担当者、
上司・同僚等、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の関係者の役割と対応手順をあらかじめ
整理しておくことが望まれます。また、衛生委員会等で調査審議を行い、事業者としての基本方針や具体
的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、労働者へ周知することが望まれます。 
 

（5） 病気の治療と仕事の両立支援に取り組む「経

営トップによる基本方針」等の表明はあります

か。また、労働者へ周知していますか。 

① 経営トップによる基本方針等の表明    ア 有 ・ イ 無            

② 労働者への周知                          ア 周知している ・ イ 周知していない 

③ 周知の方法(複数回答可)  

   ア 社内の掲示 ・ イ 社内報への掲載 ・ ウ メール ・ エ  ポータルサイトへの掲載 

オ その他(                                ) 

（6） 社内で、両立支援に関して、教育・研修を実

施していますか。 

   

① 労働者研修の実施      ア 有・イ 無 ※制度の実効性の確保のために、当事者やその同僚となり

うる労働者や、管理職に、産業保健スタッフ等関係者に対

して、研修等を通じて意識啓発を行うことが望まれます。 

② 管理職研修の実施      ア 有・イ 無 

③ 産業保健スタッフ研修の実施 ア 有・イ 無 

（7） 相談窓口を設置していますか。「有」の場合 

相談窓口の構成（相談窓口の形態・相談窓口の 

スタッフ）について、ご回答ください。 

 

① 相談窓口設置の有無 

ア 有 ・ イ 無 

② 相談窓口の形態 

ア 両立支援専門の窓口となっている 

イ 健康相談、過重労働、メンタルヘルス対策等の相談窓口と併せて、設置している 

③ 相談窓口のスタッフ 

ア 事業場所属の産業医・医師(産業医以外)・保健師・看護師人事労務担当者で、構成している 

イ 外部の専門家に委託し、来社してもらっている 

専門家の職制(該当するものに○印を付けてください) 

【ァ 医師・ｲ 保健師・ｳ 看護師・ｴ 医療ソーシャルワーカー・ｵ 産業カウンセラー・ 

ｶ 社会保険労務士・ｷ キャリアコンサルタント・ｸ 健康経営アドバイザー・ 

ｹ その他(                     )】 

ウ 外部機関へ委託している 

 

※労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口及び情報の取扱い等を明確にすることが望まれます。 

両立支援に関する制度や体制の実効性の確保のためには、当事者やその同僚となりうる全ての労働者や、

管理職に、産業保健スタッフ等関係者に対して、研修等を通じて意識啓発を行うことが望まれます。 
日頃から全ての労働者に対して、制度、相談窓口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの
申出、相談を受けた際の対応方法や、支援制度・体制について研修等を行うことが望まれます。 
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（8）①情報の共有 

 

 

②「両立支援ガイドライン」に掲載している様

式例集をご存じですか。 

 

 

①(連携様式の整備)  

ア 事前に整備している  ・ イ 一部整備に着手しており、整備を進めている 

ウ これから整備を進める ・ エ 特段、整備していない ・ オ  その他             

②(様式例集)  

ア 知っている ・ イ 知らない 

※主治医に対して業務内容等を提示するための様式や、主治医から就業上の措置等に関する意見を求める

ための医療機関との連携様式の整備しておくことが望まれます。 

※「両立支援ガイドライン」では、参考資料として、関係者間の円滑な情報共有のための様式例集に加え

て、平成 30 年３月「企業・医療機関連携マニュアル」を作成（令和 3 年３月改訂）しました。 

（9） 具体的な両立支援の内容について、あなた

の事業場で、導入（または検討）している 

.両立支援制度は、どのようなものですか。 

 

①【休暇制度】   ア 時間（半日）単位の年次有給休暇 ・ イ 傷病休暇・病気休暇 ・ ウ 無 

②【勤務制度】      ア 短時間勤務制度      ・   イ 在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ） ・  ウ 時差出勤制度 

  エ フレックスタイム   ・   オ 試し出勤制度   ・   カ 無 

③【その他】    ア（          ）・   イ 無 

(１０)  あなたの会社内で、両立支援に関して、発信 

している情報に、どのようなものがあります

か。 

・社内での情報発信の有無 

①自社の両立支援内容  ア 有 ・ イ 無  ②相談窓口（事業場外資源も含む） ア 有 ・ イ 無 

③傷病手当金      ア 有 ・ イ 無  ④その他  ア（          ） ・   イ 無 

(11) 両立支援制度整備計画について 

（両立支援プラン／職場復帰支援プラン） 

 

・両立支援制度整備計画を、知っていますか。 

 

 

 

 

ア 知らない 

イ 知っている 

ウ 既に作成している 

 

 

※個別事例の特性に応じた配慮 

両立支援制度整備計画については、症状や治療方法

などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取

るべき対応やその時期等は異なるものであり、個別

事例の特性に応じた配慮が必要となります。 

 

 

 

※両立支援制度整備計画の作成・実施の流れ 

① 労働者が事業者へ申出 

労働者から、主治医に対して、業務内容等を記載し

た書面を提供します。それを参考にして、主治医が、

現時点の就業の可否、望ましい就業上の措置や配慮事

項について意見書を作成し、これを労働者が事業者に

提出することになります。（意見書の情報が足りない

場合は、労働者本人の同意を得た上で、産業医や産業

保健スタッフ、人事労務担当者などが、主治医から追

加で必要な情報を得ることも可能です。） 

② 事業者が産業医等の意見を聴取 

産業医がいる場合、主治医と産業医の情報連携が非

常に重要になります。（産業医、産業保健スタッフが

いない場合は、事業者が主治医からの情報で判断する

こととなります。） 

③ 事業者が就業上の措置等を決定・実施 

事業者は、主治医、産業医等の意見を勘案し、労働

者本人の意見も十分聴取した上で、就業の可否、就業

上の措置（作業転換等）、治療への配慮（通院時間の

確保等）の内容を決定し、実施します。 

 



4 

(12) 両立支援に関して問題点と考えられるもの

は、どのようなものですか(複数回答可)。 

・両立支援に関する問題点 

ア 今後進めていく上で、取り組み方法がわからない 

イ 実施体制、実施方法について、経営トップ、衛生委員会の合意が得られない 

ウ 担当者が見つからない                        

エ 経費がかかる      

オ その他（理由：                                            ) 

 

★治療と仕事の両立支援関係資料に 
ついては、右記記載のホームページを 
ご覧下さい。 

 
 

 

 

☆東京労働局ホームページ > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 衛生関係 15 治療と仕事の両

立支援 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_122068.html 
●両立支援のためのガイドライン・・・厚生労働省 HP へリンクします 

項目 17.「病気の治療と仕事の両立支援に関する自主点検」PDF 版 

項目 18.「病気の治療と仕事の両立支援に関する自主点検回答票」Excel 版(mail 用) 

 

 

☆厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 施策情

報・安全衛生 > 施策紹介 > 分野別情報・治療と仕事の両立 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html 
職場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン（全体版）令和４年 3 月改訂版 

参考資料(ガイドライン内) 

・様式例集 

   勤務状況を主治医に提供する際の様式例/治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見

を求める際の様式例/職場復帰の可否について主治医の意見を求める際の様式例/両立支援プラ

ン／職場復帰支援プランの作成例/ 

・治療と仕事の両立に関する支援制度・機関 

・留意事項 

がんに関する留意事項/脳卒中に関する留意事項/肝疾患に関する留意事項/難病に関する留意

事項/心疾患に関する留意事項/糖尿病に関する留意事項 

参考資料(ガイドライン別冊) 

・企業 医療機関連携マニュアル 

企業 医療機関連携マニュアル（全体版）令和 3 年 3 月改訂版 

・企業 医療機関連携マニュアル（解説編） 

    事例編】がん/脳卒中/肝疾患/難病/心疾患/糖尿病/ 

 

☆東京労働局ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 治療と仕事の両立支援  

(経営トップの基本方針を募集しています。) ※ご応募をお待ちしています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/newpage_00253.html 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_122068.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-


 

 

 


